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公立大学法人広島市立大学駐車場利用規程 

平成22年４月１日 

規 程 第 70 号 

 （目的） 

第１条 この規程は、駐車場の利用に関し必要な事項を定め、もって公立大学法人

広島市立大学（以下「法人」という。）の職員及び法人が設置する広島市立大学

（以下「大学」という。）の学生並びに大学に用務のある者の利便に資すること

を目的とする。 

 （駐車場の定義） 

第２条 この規程において「駐車場」とは、法人が設置する駐車場で、広島市安佐

南区大塚東三丁目及び広島市安佐南区沼田町大字大塚に位置するものをいう。た

だし、大学内に指定されている来客用駐車場を除く。 

 （利用の許可） 

第３条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ理事長の許可を受けなければ

ならない。 

２ 前項の規定により許可を受けようとする者は、指定の申請書を提出しなければ

ならない。 

３ 理事長は、第１項の許可をしたときは、駐車許可証（以下「許可証」という。）

及び駐車場を利用するためのカード又は機器（その交付が必要と認められるとき

に限る。以下「カード等」という。）を速やかに申請者に交付するものとする。 

４ 駐車場に駐車することができる自動車は、許可証に記載された自動車に限るも

のとする。 

５ 第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、許可証の記載事項に

変更を生じたときは、その旨を理事長に届け出なければならない。 

６ 利用者は、駐車場に自動車を駐車するときは、許可証を自動車の前面の見えや

すい位置に掲げておかなければならない。 

７ 利用者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第９条の規定により当該許可

を取り消されたときは、遅滞なく、許可証及びカード等を返還しなければならな

い。 

８ 理事長は、第１項の許可をする場合において、駐車場の管理上必要があると認

めるときは、その利用許可に条件を付することができる。 
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 （利用の制限） 

第４条 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用の許可をしない。 

 ⑴ 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。 

 ⑵ 駐車場の設備その他の物件を損傷するおそれがあるとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。 

 （禁止行為） 

第５条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

 ⑴ 関係職員の指示又は区画線若しくは標識に従わないで自動車を駐車させるこ

と。 

 ⑵ 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為

をすること。 

 （利用料） 

第６条 利用者は、許可証の交付を受けるまでに当該許可の期間に応じ、別表に定

める額の利用料を納付しなければならない。 

２ 前項の利用料は、理事長が必要と認めるときは、別に定める日までに、納付す

ることができる。 

 （利用料の減免） 

第７条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減免すること

ができる。 

 ⑴ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項に規定する身体障害

者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の交付を受けている大学の学生が、

当該身体障害者手帳に記載されている障害により、公共交通機関の利用による

通学が困難であると認められる場合 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認める場合 

２ 前項各号に該当する場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に

定める額とする。 

 ⑴ 前項第１号に該当する場合 全額 

 ⑵ 前項第２号に該当する場合 理事長が適当と認める額 
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３ 第１項の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定めるものを提示し、又は添付して、指定の申請書を理事長に提出しなければ

ならない。 

 ⑴ 第１項第１号の場合 身体障害者手帳 

 ⑵ 第１項第２号の場合 理事長が必要と認める書類 

 （利用料金の不返還） 

第８条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、理事長が特別の理由があると認

めるときは、その全部又は一部を返還することができる。 

 （利用許可の取消し等） 

第９条 理事長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第３条第１項

の許可を取り消し、又は利用者に対し、利用の制限、利用の停止若しくは自動車

の移動を命ずることができる。 

 ⑴ この規程に違反したとき。 

 ⑵ 利用条件に違反したとき。 

 （損害賠償義務） 

第１０条 駐車場の設備その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に

回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

 （損害賠償責任） 

第１１条 法人は、第９条の規定に基づく利用許可の取消し等により利用者が損害

を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。 

 （委任） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項は、理事

長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

 

  

javascript:void%20fnOwnLink(4477,'r5001135041805011.html','J3_K1')
javascript:void%20fnOwnLink(4477,'r5001135041805011.html','J3_K1')
javascript:void%20fnOwnLink(4477,'r5001135041805011.html','J9')


公立大学法人広島市立大学駐車場利用規程 

4 

別表（第６条関係） 

区分 利用料の額（１台につき） 

半 期 3,500円 

１か月 1,000円 

１ 日 200円 

 備考 

  １ この表において「半期」とは、４月１日から９月30日まで又は10月１日か

ら翌年の３月31日までの間をいう。 

  ２ この表において「１か月」とは、許可をした日が月の初日の場合は、その

月の初日から末日までの間を、許可をした日が月の初日以外の場合は、許可

をした日から翌月の応当する日の前日までの間をいう。 

３ この表において「１日」とは、午前零時から午後 12 時までの間をいう。 

４ 大学の学生は、１日の利用料を適用しない。 
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